
四
国
で
亡
く
な
っ
た
越
ケ
谷
の
六
十
六
部
行
者 

加
藤
幸
一 

（
１
）
六
十
六
部
と
は 

「
六
十
六
部
」
と
は
、
写
経
し
た
六
十
六
部
の
法
華
経
の
こ
と
で
あ
る
。
略
し
て

「
六
部
」
と
も
い
わ
れ
る
が
、
一
般
に
は
、「
六
部
さ
ん
」
等
と
言
っ
て
、
六
十
六
部

行
者
（
六
十
六
部
聖[
ひ
じ
り]

、
廻
国
聖
と
も
い
う
）
の
こ
と
を
指
す
。 

「
六
十
六
部
廻
国
」
は
、
遍
歴
者
が
、
日
本
全
国
、
北
は
陸
奥
国
、
南
は
薩
摩
国

の
六
十
六
か
国
を
歩
き
廻
っ
て
巡
礼
し
、
六
十
六
部
の
写
経
さ
れ
た
法
華
経
を
一
国

一
か
所
、
合
計
六
十
六
か
所
の
霊
場
に
そ
れ
ぞ
れ
一
部
ず
つ
、
合
計
六
十
六
部
を
納

め
る
こ
と
で
あ
る
。 

鎌
倉
時
代
末
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
は
、
僧
侶
が
主
に
行
っ
て
い
た
。
江
戸
時

代
に
な
る
と
、
僧
侶
の
他
に
一
般
の
人
も
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

六
十
六
部
廻
国
の
書
き
写
し
た
法
華
経
（
大
乗
妙
典
と
も
い
う
）
の
納
経
先
は
、

そ
の
国
の
国
分
寺
と
も
一
ノ
宮
と
も
言
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
、
そ
れ
以
外
の
有
力

寺
院
や
神
社
が
選
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。 

六
十
六
部
廻
国
は
、
僧
侶
の
他
に
一
般
の
人
が
、
鼠
木
綿
の
着
物
を
着
て
、
手
甲
・

甲
掛
・
股
引
・
脚
絆
を
付
け
、
笈
を
背
負
っ
て
、
鉦
を
吊
り
下
げ
て
鳴
ら
し
、「
ナ
ン

マ
イ
ダ
」
な
ど
と
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
、
巡
礼
姿
で
諸
国
を
旅
す
る
わ
が
国
最
大
の

巡
礼
と
い
え
る
。 

 

（
２
）
越
谷
地
域
で
見
ら
れ
る
六
十
六
部
廻
国
塔 

「
六
十
六
部
廻
国
塔
」（
六
十
六
部
廻
国
供
養
塔
）
は
、
六
十
六
部
廻
国
巡
礼
が
成

就
し
た
記
念
に
建
立
さ
れ
た
石
塔
で
あ
る
。 

巡
礼
先
の
地
で
廻
国
半
ば
に
し
て
亡
く
な
り
、
そ
の
地
の
人
に
よ
っ
て
、
敬
意
を

表
し
て
建
立
さ
れ
た
石
塔
も
あ
る
。 

図
１
は
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
に
大
聖
寺[

だ
い
し
ょ
う
じ]

（
大
相
模
の
不
動

尊
）
の
僧
侶
の
た
め
に
西
方
村
（
に
し
か
た
む
ら
）
の
藤
塚
と
山
谷
（
さ
ん
や
）
の

人
々
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
石
塔
で
、
市
内
で
最
古
の
六
十
六
部
廻
国
塔
で
あ
る
。

銘
文
も
刻
ま
れ
、
歴
史
的
に
貴
重
な
石
塔
と
い
え
る
。 

図
４
は
、
六
十
六
部
廻
国
を
成
就
し
た
記
念
に
通
誉
円
心
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た

石
塔
で
、
通
誉
円
心
は
、
廻
国
達
成
し
た
十
二
年
後
に
も
念
仏
供
養
塔
を
建
立
す
る

な
ど
し
て
地
元
で
活
躍
し
て
い
る
。 

図
５
の
上
段
の
石
塔
は
、
増
林
村
（
ま
し
ば
や
し
む
ら
）
の
須
賀
吉
兵
衛
な
る
者

が
、
こ
の
地
に
訪
れ
た
六
十
六
部
行
者
の
為
に
供
養
し
て
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
。 

図
８
は
、
そ
こ
に
刻
ま
れ
た
銘
文
に
よ
る
と
武
陽
散
人
の
雅
号
を
も
つ
僧
侶
円
心

が
、
戌
年
（
享
保
三
年
）
の
三
月
よ
り
子
年
（
享
保
五
年
）
の
十
月
ま
で
の
二
年
七

か
月
を
か
け
て
六
十
六
部
廻
国
を
成
就
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
記
念
し
て
、
翌
月
の

十
一
月
に
増
林
三
五
〇
〇
の
平
野
家
（
屋
号
は
「
げ
ん
ざ
む
」
）
の
先
祖
、
平
野
源
左

衛
門
が
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
松
（
お
お
ま
つ
）
の
平
野
家
（
大
松
一
七
五
）

の
路
傍
に
あ
る
六
十
六
部
廻
国
塔
（
図

4

）
に
出
て
く
る
円
心
と
同
一
人
物
で
あ
ろ

う
。
増
林
の
平
野
家
と
大
松
の
平
野
家
と
の
親
戚
と
し
て
の
つ
な
が
り
が
推
測
さ
れ

る
。 図1

5

は
、
相
模
国
三
浦
郡
下
宮
田
村
よ
り
、
こ
の
地
に
や
っ
て
き
た
六
十
六
部
の

女
性
行
者
の
供
養
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

図2
3

は
、
野
島
村
（
の
じ
ま
む
ら
）
生
ま
れ
小
曽
川
村
（
お
そ
が
わ
む
ら
）
育
ち

の
斎
藤
徳
右
衛
門
が
、
老
い
て
か
ら
二
度
に
分
け
、
都
合
六
年
も
か
け
て
六
十
六
部

廻
国
を
成
就
し
た
記
念
に
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
。 

図3
0

は
、
越
後
国
岩
船
郡
村
上
領
新
保
村
か
ら
や
っ
て
き
た
六
十
六
部
行
者
に
よ

っ
て
こ
の
地
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

同
じ
く
図3

2

は
、
越
後
国
蒲
原
郡
出
身
の
江
戸
浅
草
の
山
谷
（
さ
ん
や
）
に
住
む

六
十
六
部
行
者
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

な
お
、
図1

2
や1

3

な
ど
の
「
六
十
六
部
供
養
塔
」
は
、
廻
国
は
し
な
い
が
、
法

華
経
六
十
六
部
を
奉
納
し
供
養
し
た
記
念
に
建
立
さ
れ
た
石
塔
で
あ
る
。 

 
 



（
３
）
四
国
の
巡
拝
先
で
亡
く
な
っ
た
越
ケ
谷
の
六
十
六
部
行
者 

ア 

四
国
の
戸
板
島
の
『
六
十
六
部
廻
国
墓
地
蔵
』 

 
こ
れ
は
、
高
知
市
の
東
北
東
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
あ
る
観
音
堂
そ
ば
の

寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
の
石
仏
で
あ
る
。
所
在
地
は
、
土
佐
山
田
町
戸
板
島
で
あ

る
。
観
音
堂
の
北
側
に
は
、
四
国
弘
法
大
師
札
所
巡
り
の
旧
お
遍
路
道
が
東
西
に
走

っ
て
い
る
。
東
方
の
近
く
に
は
、
物
部
川
が
流
れ
て
い
る
。 

 

高
知
市
加
賀
野
井
二
－
二
三
－
一
の
岡
村
庄
造
氏
の
説
明
に
よ
る
と
次
の
通
り
で

あ
る
。 

「
台
座
銘
は
向
か
っ
て
左
側
の
『
佐
古
郷
（
さ
こ
ご
う
）
戸
板
島
村
』」
は
石
塔
の
現

在
場
所
で
、
中
村
氏
は
当
村
代
々
の
庄
屋
で
す
。
現
在
も
末
裔
が
同
所
に
住
ん
で
お

り
、
同
封
写
真
の
内
、
お
堂
の
後
方
に
写
っ
て
い
る
家
が
そ
う
で
す
。」「
死
亡
の[

六

十
六
部]

行
者
、
七
郎
兵
衛
は
、
遍
路
コ
ー
ス
に
当
た
る
戸
板
島
の
お
堂
（
昔
は
も
っ

と
大
き
く
、
寝
泊
り
で
き
た
と
思
わ
れ
ま
す
）
を
根
拠
地
と
し
て
、
治
療
や
除
災
（
じ

ょ
さ
い
）、
そ
の
他
祈
祷
な
ど
を
し
て
地
域
の
住
民
に
恩
恵
を
も
た
ら
し
て
い
た
で
あ

り
ま
し
ょ
う
か
。
特
に
人
の
集
ま
っ
て
い
る
後
免
町
（
現
、
南
国
市
後
免
町
）
方
面

へ
力
を
注
ぎ
、
多
く
の
信
者
を
得
て
い
た
も
の
と
解
さ
れ
ま
す
。
没
後
、
こ
れ
程
の

石
塔
を
作
っ
て
も
ら
え
る
の
は
そ
の
証
し
で
す
。」 

と
推
定
し
て
い
る
。 

イ 

越
ケ
谷
新
町
の
六
十
六
部
行
者
の
七
郎
兵
衛 

 

地
蔵
菩
薩
座
像
の
台
座
に
は
、
「
寛
延
（
一
七
五
一
）
四
辛
未
天 

六
月
十
四
日
」

「
武
州
さ
き
玉
郡
こ
し
か
い
新
町 

六
十
六
部
七
郎
兵
衛
墓 

行
年
五
十
九 

此
所

（
こ
こ
）
ニ
て
没
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。 

 

越
ケ
谷
新
町
の
七
郎
兵
衛
は
、
寛
延
四
年
六
月
十
四
日
に
、
遠
い
こ
の
地
に
や
っ

て
来
て
と
ど
ま
り
、
地
元
の
為
に
尽
く
し
た
と
思
わ
れ
、
六
十
六
部
廻
国
巡
礼
半
ば

に
し
て
こ
の
地
で
果
て
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
石
塔
は
、
七
郎
兵
衛
（
戒
名
は
伝
心
禅
定
門
）
の
墓
を
兼
ね
た
六
十
六
部
廻

国
塔
で
あ
る
。
こ
の
石
塔
を
建
立
し
た
中
心
人
物
は
、
七
郎
兵
衛
を
慕
っ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
地
元
の
戸
板
島
村
の
庄
屋
（
関
東
で
い
う
名
主
）
中
村
勘
六
や
、
近
く
の

後
免
町
に
住
む
村
上
伴
五
郎
と
田
所
や
安
兵
衛
の
合
わ
せ
て
三
人
で
あ
る
。 

 

こ
の
石
塔
に
刻
ま
れ
て
い
る
「
こ
し
か
い
新
町
七
郎
兵
衛
」
と
は
、
越
ケ
谷
宿
新

町
の
代
々
名
乗
っ
て
き
た
会
田
七
郎
兵
衛
家
の
人
物
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。 

 

江
戸
時
代
の
文
化
・
文
政
年
間
に
作
成
さ
れ
た
「
越
ケ
谷
・
瓜
の
蔓
」（
福
井
猷
貞

著
）
の
中
の
日
光
道
中
に
沿
っ
た
町
並
み
を
紹
介
し
た
図
に
「
会
田
七
郎
兵
衛
屋
敷
」

と
の
文
字
が
見
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。「
会
田
七
郎
兵
衛
屋
敷 

田
中
安
兵
衛
」
と
「
会

田
七
郎
兵
衛
屋
敷 

会
田
新
右
衛
門
・
庄
蔵
」
の
二
か
所
が
そ
う
で
あ
る
。
後
者
が

会
田
七
郎
兵
衛
宅
で
あ
ろ
う
か
。
会
田
七
郎
兵
衛
は
、
住
ま
い
の
新
町
が
越
ケ
谷
宿

の
う
ち
で
も
一
番
南
の
は
ず
れ
に
あ
る
の
で
、
分
家
の
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
ぐ
そ
ば
に
は
、
瓦
曽
根
村
（
か
わ
ら
ぞ
ね
む
ら
）
が
あ
る
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

平
成
二
〇
年
八
月 

記 










































